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第 1章　総則

1. 本会は日本視覚学会，Vision Society of

Japanと称する．

2. 本会に事務局を置く．詳細は付則に定め

る．

第 2章　目的

1. 本会は視覚に関する総合的研究の発展を促

進し，会員相互の協力を推進する．

第 3章　事業

1. 本会は第 2章の目的を達成するため，次の

事業を行なう．

（1）学術集会

（2）機関誌の発行

（3）講演会，講習会の開催

（4）視覚研究に関する学際的協力および国

際的交流

（5）その他本会の目的に沿った事業

2. 冬季大会および夏季大会を開催する場合に

は実行委員長を決め，実行委員長が実行委

員会を組織して，冬季大会および夏季大会

の準備，開催をする．

3. 機関誌に掲載された論文から優秀論文賞

を，各大会での講演からベストプレゼン

テーション賞をそれぞれ選定し，これを学

会の事業として表彰する．

第 4章　会員

1. 本会は第 2章の目的達成に深い関心を持つ

有志をもって組織する．会員は本会の催す

事業に参加できる．会員は付則に定める会

費を納入しなければならない．会費を滞納

しているものは会員の資格を停止する．

2. 会員には一般会員のほか学生会員，名誉会

員，賛助会員の種別を設ける．

3. 学生会員は経済的配慮を受ける．

4. 名誉会員は長年にわたり本会および分野の

発展に寄与した者であり，幹事会から推薦

され世話人会および総会の賛同によって定

められる．

第 5章　役員

1. 本会に次の役員をおく．会長 1名，幹事 10

名程度，世話人 20名以上，監査 2名．

2. 会長は会務を総括し，本会を代表する．

3. 会長，幹事は幹事会を構成し，本会の運営

に関わるすべての事項を審議決定し，通常

の事務を処理する．幹事会は必要に応じて，

庶務，会計，編集，事業，事務局，広報担

当幹事等をおく．冬季大会実行委員長およ

び夏季大会実行委員長は幹事会に出席して

審議に加わることができる．

4. 会長，幹事，世話人，監査，冬季大会実行

委員長，夏季大会実行委員長は世話人会を

構成し，世話人の選出，監査の選出，次期

の冬季大会実行委員長および夏季大会実行

委員長の選出その他本会の運営に関わる事

項について審議提案することを行う．

5. 監査は本会の運営を監査する．

6. 役員の選任は次によるものとし，選任方法

の詳細は「日本視覚学会役員選挙その他に

関する内規」に定める．

(a) 会長，幹事は会員の互選により決定さ

れる．

(b) 庶務，会計，編集，事業，事務局，広

報担当幹事等は幹事会の議を経て，会

長が委嘱する．

(c) 世話人は会員の推薦を基に，世話人会

により選出され，総会で承認する．

(d) 監査は世話人会で選出決定される．

7. 冬季大会実行委員長および夏季大会実行委

員長は幹事会で選出決定される．

8. 会長，幹事および世話人は学会会員でなけ

ればならない．

9. 役員の任期は次のとおりとする．

会 長　2年（再任は可とする）

幹 事　2年（再任は可とする）

世話人　4年（再任は可とする）

監 査　2年（連続して再任はできない）
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10. 冬季および夏季実行委員長の任期は選出か

らそれぞれ冬季および夏季大会終了までと

する（連続して再任はできない）．

第 6章　運営

1. 会長は少なくとも年一回の幹事会を開く．

2. 会長は少なくとも年一回の世話人会を開く．

3. 本会は少なくとも年一回の総会を開催する．

本会の運営に関わる庶務，会計，編集，事

業等の事務は総会において報告され，下記

の事項は出席者の過半数をもって承認され

る．

（1）会則の変更

（2）決算報告，予算案

（3）世話人の選出

第 7章　会計

1. 本会の会計年度は 4 月 1 日より 3 月末日ま

でとする．

第 8章　変更

1. 幹事会は必要と認めたときは本会則の変更

案を起案し，世話人会の議を経て，総会で

承認を受ける．

付則

1. 年会費は次のとおりとする．

一般会員　 8,000円

学生会員　 3,000円

賛助会員　30,000円／一口

名誉会員の会費は免除する．

2. 事務局住所

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 4-4-19

（株）国際文献印刷社内

日本視覚学会

電話　03-5389-6278

FAX 03-3368-2822

e-mail: vision-post@bunken.co.jp

3. 本会則は 1991年 1月 1日から実施する．

4. 付則 1項 1991年 7月変更済み．

5. 会称（旧視覚研究会），第 1章 1項 1992

年 2月変更済み．

6. 付則 2項 1995年 10月，2004年 4月変更

済み．

7. 第 5章，第 6章 1998年 1月改定，第 8章

1998年 1月追加．

8. 付則 7項は 1998年 1月 1日から有効とす

る．

9. 第 4章，付則 1項 1998年 7月変更済み．

10. 第 5章 7項 2000年 7月変更済み．

11. 第 1 章 2 項，第 4 章 1 項，第 6 章 3 項，

付則における表現，および第 8章 2001年

1月変更済み．

12. 第 7章，付則 1項 2004年 7月変更済み．

13. 第 3章 3項 2007年 7月追加．
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